
基準年度 目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

ー ー ー ー ー ー ー

5.0% 5.0% ー ー ー ー ー

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

86.5% 89.3% 85.5% － － － －

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

87.6% 87.4% 86.8% ー ー ー ー

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

87,389人
83.6%

(未発表) (集計中) ー ー ー ー

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

60,000人
及び75%

82,767人
86.0%

(未発表) (集計中) ー ー ー ー

環境保健施策基礎調査の調査対象者数及び調
査対象者の同意率（６歳児調査）

ー

中公審答申及び附帯決議に基づき、地域人口集団の健康状態と大気汚染との関係を毎年、継続的に観
察し、何らかの傾向が認められる場合には、その原因を考察し、大気汚染との関係が認められる際には、
必要な措置を講ずる。６０,０００人以上の調査対象人数を得る事及び７５％以上の同意率を得る事で信頼
性のある調査を実施する。

5

60,000人
及び75%

環境保健施策基礎調査の調査対象者数及び調
査対象者の同意率（３歳児調査）

ー
60,000人
及び75%

ー

ー

ーー ー

ー80%

ー

公健法第46条に基づき大気汚染等の影響によるぜん息等の健康被害者の福祉に必要な事業を行うことに
より、被害者の迅速かつ公正な保護及び健康の確保を図る。

4
各地方公共団体が行うリハビリテーションに関する事業、転地療養
に関する事業その他の事業(公害保健福祉事業)に参加した延べ人
数の被認定者数に対する割合

ー ー

酒井　千冬
横田　雅彦

ー

公健法第68条に基づいて、大気汚染等の影響によるぜん息等の健康被害者の健康を回復し、地域住民
への健康被害を予防するために地方公共団体が行う公害健康被害予防事業について、ぜん息患者等の
ニーズを把握し、その結果を事業内容に反映させるために実施している事業参加者に対するアンケート結
果を測定指標として選定。

ー ー

年度ごとの実績値

平成27年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標７－１　公害健康被害対策（補償・予防） 担当部局名
　　　作成責任者名
　　　　(※記入は任意）

施策の概要
   公害に係る健康被害について、公害健康被害の補償等に関する法律（公健法）に基づき認定患者への公正な補償給付等の実施を確保するとともに、公健法による
健康被害予防事業を推進し、さらに地域人口集団に係る環境汚染による健康影響の継続的監視等を行うことで、迅速かつ公正な補償並びに被害の予防及び健康の
確保を図る。

政策体系上の
位置付け

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

７．環境保健対策の推進

達成すべき目標
目標設定の
考え方・根拠

測定指標 基準値

ーー

平成27年6月
   公健法に基づく公正な補償給付を迅速に行う。公健法による健康被害予防事業、公害保健福祉事業、環境保健施策基礎調査を
推進し、被害の未然防止及び健康の確保を図る。

年度ごとの目標値

環境保健部企画課
保健業務室

1 公健法に基づく補償給付の支給の進捗状況 ー

ー

目標値

公害健康被害の補償等に関する法律

ー

政策評価実施予定時期

公害被害補償基礎調査で行う公害診療報酬明
細書集計における異常値検出率

3
公害健康被害予防事業の参加者に対して実施するアン
ケートにおける事業満足度（５段階評価のうち上位２段階
までの評価を得た回答者の割合）

ー ー 80%

事業活動等に伴って生ずる著しい大気汚染等の影響により健康被害に係る損害を填補するための補償を
行うことにより、健康被害に係る被害者の迅速かつ公正な保護及び健康の確保に資する。

ー

ー ー

中公審答申及び附帯決議に基づき、地域人口集団の健康状態と大気汚染との関係を毎年、継続的に観
察し、何らかの傾向が認められる場合には、その原因を考察し、大気汚染との関係が認められる際には、
必要な措置を講ずる。６０,０００人以上の調査対象人数を得る事及び７５％以上の同意率を得る事で信頼
性のある調査を実施する。

2 ー ー ー
公害被害補償基礎調査の実施し、各自治体に公害診療報酬明細書等の集計結果等をフィードバックする
ことで公害健康被害補償制度の円滑、公正な実施運営を図る。なお、参考値として、入院外の公害診療報
酬明細書における１件あたりにかかる金額の変化率の異常値検出割合を記載する。

別紙１
（環境省27－㉛）



当初予算額

24年度 25年度 26年度 27年度

(1)
公害健康被害補償基本統計調査
（平成７年度）

4
(3)

5 5 5 1 255

(2)
公害健康被害補償給付支給事務費交付金
（昭和４９年度）

1,159
(1,159)

1,105 1,095 1,072 1 257

(3)
公害健康被害補償基礎調査費
（昭和５１年度）

11
(10)

11 14 14 2 259

(4)
自立支援型公害健康被害予防事業補助金
(平成20年度)

200
(200)

200 200 200 3 260

(5)
公害保健福祉事業助成費
（昭和４９年度）

58
(35)

51 42 42 4 258

(6)
環境保健施策基礎調査（環境保健サーベイラン
ス調査費（健康影響等調査））
（平成８年度）

161
(138)

160 175 176 5 256

(7)
イタイイタイ病及び慢性カドミウム中毒に関する
総合的研究
（平成１３年度）

34
(30)

34 34 34 ー 306

(8)
イタイイタイ病及び慢性砒素中毒発生地域住民
健康影響実態調査
（昭和４７年度）

39
(21)

38 35 44 ー 307

(9)
自動車重量税財源公害健康被害補償に係る納
付金財源交付
（昭和４９年度）

8,805
(8,802)

8,559 8,347 8,052 1 261

10,471
（10,398）

10,163 9,947 9,639

＜達成手段の概要＞
大気汚染等の影響による健康被害に係る損害を補填するための補償。
＜達成手段の目標＞
健康被害に係る被害者の適切な保護及び健康の確保
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
公害健康被害の被認定者に関する補償給付等の費用に充てるための納付金のうち、大気の汚染の原因である物質を排出する自動車に係る分として自動車重量税の収入見込額の一
部に相当する額を交付することで、公健法に基づく公正な補償給付を迅速に行う。

＜達成手段の概要＞
都府県知事又は同法第４条第３項の政令で定める市の長が行う公害診療報酬の審査及び支払い状況について抽出集計し、療養給付の実態を把握し、各自治体へ還元する。
＜達成手段の目標＞
不正請求の未然防止や早期発見に資する。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
公健法に基づく公正な補償、円滑な制度運営に資する。

＜達成手段の概要＞
カドミウムや砒素の汚染地域住民の健康調査を通じたカドミウムや砒素の健康影響の把握等を実施する。
＜達成手段の目標＞
汚染地域住民の健康上の問題の把握、軽減。イタイイタイ病に関する情報収集・発信。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
汚染地域住民の健康影響を調査することになる汚染地域住民の健康状態を適切な管理等を実施する。

＜達成手段の概要＞
イタイイタイ病の病態解明や慢性カドミウム中毒の健康影響に関する調査研究を行う。
＜達成手段の目標＞
イタイイタイ病や慢性カドミウム中毒に関する質の高い研究による科学的知見の充実。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
カドミウムによる健康影響を当該研究により解明し、イタイイタイ病や慢性カドミウム中毒の特徴を把握することにより、被害の未然防止や健康確保に資する。

＜達成手段の概要＞
地域住民の大気汚染による健康被害を予防するための総合的な環境保健施策。
＜達成手段の目標＞
地域住民の大気汚染によるぜん息等の健康被害の予防や健康回復を図る。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
ぜん息患者等が日常生活の中において自立的にぜん息等の発症予防、健康回復等を行うことを支援するために補助金を交付。

平成27年
行政事業レビュー

事業番号
達成手段の概要等

＜達成手段の概要＞
大気汚染等の影響による健康被害者の福祉に必要な事業を行う。
＜達成手段の目標＞
被害者の適切な保護及び健康の確保
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
独立行政法人環境再生保全機構が納付金を納付する事業を交付の対象とし、補助を行う。

＜達成手段の概要＞
地域人口集団の健康状態と大気汚染の関係について調査するもの。中公審答申及び附帯決議により、定期的・継続的に観察実施することを求められている。
＜達成手段の目標＞
60,000人以上の調査対象人数と75%以上の同意率をえることで信頼性を確保した調査を滞りなく実施する。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
確立された調査方法に基づいて当該調査を確実に実施し、地域人口集団の健康状態と大気汚染の関係について観察し、必要に応じて所用の措置を早期に講ずることにより、被害の
未然防止に資する。

〈達成手段の概要〉
公害健康被害の補償等に関する法律(公健法）の被認定者の更新、制度離脱状況等及び補償給付関係項目を更新整理し、公害認定患者に関する基礎資料を得る。
〈達成手段の目標〉
公害健康被害補償制度の今後の運営のため、被認定患者数及び補償費用等の変動推移を更新整理した基礎資料を元に、被認定患者数及び補償費用の将来推計等を行い、認定患
者の補償を行う。
〈施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容〉
公健法の被認定者への次年度の補償給付額確定、賦課金所要額の算定根拠となり、公害健康被害補償制度の安定的な運営に寄与。

＜達成手段の概要＞
大気汚染等の影響による健康被害に係る損害を補填するための補償。
＜達成手段の目標＞
健康被害に係る被害者の適切な保護及び健康の確保
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
都道府県知事又は同法第４条第３項の政令で定める市の長が行う公害健康被害認定審査会運営経費など、事務の処理に要する費用の１／２に相当する金額を交付。

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策（施政方針演説

等のうち主なもの）

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額）
関連する指標



（環境省２７－㉜）

基準年度 目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

－ － － － － － －

－ － －

18,000       18,000       18,000       18,000       － － -

18,658 18,531 18,944

- - 50,000 50,000 － － -

48,688 48,235 41,824

- - - 10,000 － － -

4,210 11,900 8,007

当初予算額

24年度 25年度 26年度 27年度

(1)
水俣病総合対策関係経費
（昭和49年度）

26,512
（26,420）

10,629 11,221 11,574 1,2,3 0262

(2)
水俣病対策地方債償還費
（平成12年度）

3,899
（3,899）

3,513 2,875 2,767 - 0263

(3)
「環境首都水俣」創造事業
（平成24年度）

200
（200）

213 182 395 4 0264

(4)
環境首都水俣アピール推進事業
（平成25年度）

- 131 220 - 4 0265

＜達成手段の概要＞
熊本県が、水俣病対策に係る県債の償還に支障をきたさぬよう、その不足額を補助する。
＜達成手段の目標＞
県債の償還率：100％
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
水俣病が生じる原因となったメチル水銀を排出した事業者による患者補償を、将来にわたり自力で患者補償を行うことを確保する。・

＜達成手段の概要＞
水俣病が発生して半世紀以上にわたり、地域経済の疲弊や地域社会の軋轢など深刻な影響が及んでしまった水俣病発生地域において、水俣病問題の解決のため、地域
社会の絆の修復、地域の再生・融和、地域の振興・雇用確保に関する取組の加速化を行うための事業について支援する。
＜達成手段の目標＞
水俣地域における地域経済の活性化、雇用の確保
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
水俣病問題の解決に向けて、水俣地域の振興、活性化を図る。

＜達成手段の概要＞
水銀に関する水俣条約外公会議の開催を契機に、「公害被害からの環境再生」のシンボルとして、水俣の魅力を環境負荷の低減等環境価値の向上を図りつつ一層高め、
水俣条約の早期発効による環境首都水俣のブランド化を図り、世界から一層多くの人に訪れてもらうことを目指す事業。
具体的には、国内外から水俣への来客を呼び込み地域経済を活性化させるため、再生可能エネルギーを活用した環境負荷の低減を行いつつ、水俣病被害者を含む身体
に障がいのある方でも快適に使用できるよう、水俣の玄関口である肥薩おれんじ鉄道水俣駅舎、古くから湯治場としてとして知られる湯の鶴温泉の保健センター及び水俣
市立水俣病資料館 を地域の交流拠点、観光の拠点としリニューアルする事業を行う。
また、水俣条約暫定事務局への資金拠出を通じ、条約の早期発効を図ることにより、環境首都水俣のブランド化を促進する。
＜達成手段の目標＞
水俣地域における地域経済の活性化、国内外からの来訪者の増加、水俣地域のブランド化
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
水俣病問題の解決に向けて、水俣地域の振興、活性化を図る。

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額） 関連する指
標

達成手段の概要等
平成27年

行政事業レビュー
事業番号

＜達成手段の概要＞
医療事業対象者（医療手帳・水俣病被害者手帳保有者）に対して、療養費、手当を支給する。また、水俣病発生地域における医療・福祉対策等を推進する。
＜達成手段の目標＞
水俣病発生地域における健康上の問題の軽減・解消等：数値化困難
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
水俣病の最終解決を図り、すべての水俣病被害者が地域社会の中で安心して暮らしていける環境づくりを進める。

「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針」（平成22年4月閣
議決定）に基づく情報発信施策（国内外に向けた水俣病に関する情報発信）。目標設定については、水俣
市総合計画の来館者数の目標値。

4
学校訪問事業の参加者数（水俣病の教
訓を通じた普及啓発事業）

- - 10,000 -
「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針」（平成22年4月閣
議決定）に基づく環境教育施策（水俣病の経験と教訓を通じた啓発）。高等学校を対象に含めた平成25年
度以降の平均値を目標に設定。

3
水俣市水俣病資料館の来館者数（水俣
病に関する情報発信事業）

- - 50,000 -

・「公害健康被害の補償等に関する法律」（昭和48年法律第111号）、「水俣病被害者の救済及び水俣病問
題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針」（平成22年4月閣議決定）等に基づく医療費の給付。

2
離島等医療・福祉推進モデル事業の年
間参加者数（医療・福祉におけるリハビリ
テーション強化等支援事業）

- - 18,000 -
「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の救済措置の方針」（平成22年4月閣
議決定）に基づく医療・福祉施策。平成23年度より年間参加者数が18000人超で推移していることから、同
規模の参加者数を目標に設定。

1
水俣病患者に対する療養費の支給の進
捗状況

- - - -

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

施策の概要
水俣病については、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」等に基づき、水俣病被害者の救済対策、水俣病
発生地域の環境福祉対策の強化を図る。また、水俣病経験の情報発信と国際貢献及び水俣病に関する総合的研究を進める。

政策体系上の
位置付け

施策７　環境保健対策の推進

達成すべき目標
水俣病認定者に対する迅速な補償給付。水俣病発生地域の再生・融和の促進。我が国の経験や技術を活か
した情報発信と国際貢献。

目標設定の
考え方・根拠

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 政策評価実施予定時期 平成28年8月

平成27年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標７－２　水俣病対策 担当部局名 環境保健部特殊疾病対策室
　　　作成責任者名
　　　　(※記入は任意）

室長　名越　究



(5)
水俣病に関する総合的研究
（昭和48年度）

39
（35）

35 36 37 - 0304

(6)
国立水俣病総合研究センター調査研究
（昭和53年度）

395
（388）

339 343 362 - 0305

31,045
（30,942）

14,860 14,877 15,135

＜達成手段の概要＞
水俣病やメチル水銀の健康影響に関する調査研究を行う。
＜達成手段の目標＞
訴訟に必要な科学的知見、社会学的知見の収集：数値化困難
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
認定審査の促進、紛争の解決を図る。

＜達成手段の概要＞
水俣病に関する総合的な調査、研究並びに水俣病、水銀等に関する国内外の情報の収集、整理、提供を行うこと及びこれらに関連する研究の実施。
＜達成手段の目標＞
国内外で過去に水銀汚染によって引き起こされた健康被害・環境汚染の解決及び将来的な発生防止。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
水俣病発生地域に対する化学的アプローチによる情報発信、及び途上国支援を中心とする水銀管理技術の移転による国際貢献。

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策（施政

方針演説等のうち主なもの）



（環境省２７ー㉝）

基準年度 目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

140日 140日 120日 120日 120日 120日 120日

130日 115日 116日

基準年度 目標年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
健康管理の
事業化を見
据えた実務的
な課題の抽
出及び対応
方策等に関
する調査・検
討

健康管理の
事業化を見
据えた実務的
な課題の抽
出及び対応
方策等に関
する調査・検
討

健康管理の
事業化を見
据えた実務的
な課題の抽
出及び対応
方策等に関
する調査・検
討

健康管理の
事業化を見
据えた実務的
な課題の抽
出及び対応
方策等に関
する調査・検
討

石綿ばく露者
の健康管理
に係る試行調
査の取りまと
め及び事業
化に向けた調
整

－ －

3
石綿による健康被害の救
済に関する法律の施行状
況の検討

当初予算額

24年度 25年度 26年度 27年度

(1)
石綿問題への緊急対応に
必要な経費
（平成18年度）

688
（579)

771 695 700 1.2.3 0266

688
（579)

771 695 700施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

－

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額） 関連する
指標

達成手段の概要等
平成27年

行政事業レビュー
事業番号

・(独)環境再生保全機構への交付金により、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく救済給付の支給に係る認定業務等を実
施。
・各種調査研究の実施により、石綿健康被害に関する知見等を収集。
・石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査の実施により、健康相談及び問診の実施や定期的な経過観察等、健康管理対策を図る。
・これらにより、石綿健康被害救済制度を着実に運用するとともに、被害者及び遺族の迅速な救済を実施。

・国会の附帯決議で、石綿にばく露した可能性のある周辺住民に対する健康相談
及び問診の実施や、医学的に必要と認められる住民に対する定期的な経過観察
等、健康管理対策を図るよう努めることとされているほか、石綿の健康影響に関す
る検討会報告書で、平成27年度以降は、従来のように、データ収集を主な目的と
する調査ではなく、石綿検診（仮称）の実施に伴う課題等を検討するためのフィー
ジビリティ調査として位置づけることが考えられるとされていることから、指標として
選定。

測定指標 目標 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠
目標年度

法律の施行状況の
検討及び必要な見直
し

28年度
・石綿による健康被害の救済に関する法律の附則により、「政府は、この法律の施行後五年以内に、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必
要な見直しを行うものとする。」と定められているため。

2
石綿ばく露者の健康管理
に係る試行調査の進捗

－ －

健康管理
の事業化
を見据え
た実務的
な課題の
抽出及び
対応方策
等に関す
る調査・検
討を行う

平成31年度

・石綿による健康被害の迅速な救済を図るためには、認定業務に係る期間を短縮
することが重要であり、療養者からの医療費等の申請に対する認定・不認定決定
までの平均処理日数を指標として選定。
・これまでは、事務手続きの効率化・必要な提出書類に関する医療機関への周知
等により、平成18年の石綿健康被害救済制度発足当時の平均処理日数の２割減
を維持するよう目標を設定してきたところ。平成26年度以降は、これらの取組みを
着実に実施することにより、制度発足当時の平均処理日数の３割減を維持するよ
う目標を設定。

測定指標 基準 目標
施策の進捗状況（目標）

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠施策の進捗状況（実績）

1

石綿法に基づく認定業務
の進捗状況（療養者から
の医療費等の申請に対す
る認定・不認定決定までの
平均処理日数）

173日 平成18年度

120日
(平成18年
度の３割

減)

－

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

施策の概要 石綿の健康被害の救済に関する法律に基づき、被害者及び遺族の迅速な救済を図る。
政策体系上の

位置付け
施策７　環境保健対策の推進

達成すべき目標
石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ず
ることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図る。また、石綿による健康被害の予防に
関する調査研究を推進する。

目標設定の
考え方・根拠

石綿による健康被害の救済に関する法律
（平成18年法律第4号）第１条、第80条

政策評価実施予定時期 平成28年6月

平成27年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標７－３　石綿健康被害救済対策 担当部局名
総合環境政策局環
境保健部企画課石
綿健康被害対策室

　　　作成責任者名
　　　　(※記入は任意）

石綿健康被害対策室
長
眞鍋　馨

別紙１



基準年度 目標年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0%

21.7% 73.0% 28.5%

- 50 150 208 － － －

- 50 128 － － －

－ － 1343 1366 2539

－ － － － － － －

－ 89.8% 99.2%

当初予算額

24年度 25年度 26年度 27年度

(1)
大気汚染物質等健康影響
評価事業費
（平成21年度）

24
(22)

23 22 22 1、2 267

(2)

熱中症対策緊急推進事業
（平成25年度まで：環境汚
染物質以外の因子に関す
る健康影響基礎調査費）

3
(6)

3 45 45 3 309

27
(28)

26 67 67

熱中症対策に関するマニュアルやリーフレット等の作成・配布、講習会の実施等により、自治体において暑くなる前から熱中症対策が進
み、適切に対応策が実施される等の意識啓発が進む。平成26年度より(2)に統合。

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額） 関連する
指標

達成手段の概要等
平成27年

行政事業レビュー
事業番号

花粉及び黄砂の健康影響についての調査・研究を実施するほか、花粉飛散についての予測等を実施し、一般へ情報提供を行う。これに
より、健康影響が生じる原因やその対処方法等について国民の理解が進むとともに、事前に花粉の飛散状況等を把握することで、適切
な予防を実施することができる。

環境省が発行している熱中症対策の普及啓発資料に対する自治体からの希望数
を指標とすることで、全国の自治体がどの程度関心をもって対策を行おうとしてい
るかが把握できる。

4

自治体向け講習会参加自
治体における暑くなる前か
ら熱中症対策を行っている
自治体の割合

89.8% 25年度 － －
環境省で実施した講習会の参加者に対して、暑くなる前からの熱中症対策を実際
にどの程度行っているかを指標にすることで、講習会の定着が把握できる。

3

自治体からの希望に応じ
て作成した熱中症啓発資

料
(リーフレット2種、はがき、

カード)単位：千部

1,343千部 24年度 － －

本施策においては、花粉の総飛散量をできるだけ正確に行うことが目標であること
から、その予測値と実測値との相関について当面60％程度の寄与率を目指す。

本施策においては、調査モデルの設定から一定数のサンプルを確保しなければ正
しい結果を導くことが困難であることから、検討会においてH26年度は年間100例程
度の調査数を確保することが妥当とされた。しかし、H26年度の状況を踏まえ改め
て検討を行い、患者数の実態を踏まえH27年度の目標を80人/年と改めた。

2
黄砂による健康影響に係
る調査対象者数

50例 25年度 350例 28年度

1
花粉飛散モデルによる予
測総花粉量と実際の総花
粉量の寄与率(R^2)

21.7% 24年度 60.0% －

測定指標 基準値 目標値
年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

施策の概要

健康被害をもたらしている可能性が指摘され、国民的な関心は高いが因果関係は科学的には明らかにされていない
種々の環境因子について、調査研究を推進する。また、既に明らかになっている知見について、一般に分かりやすく情
報提供を行い、必要な対処等を行うよう意識啓発を進める。
①花粉症についての情報や花粉の飛散予測等について、一般に情報提供を行い、花粉症の発症・増悪の予防を進め
る。
②黄砂の健康影響についての実態を明らかにし、必要に応じて適切な対応を検討する。
③熱中症の健康影響について一般に普及啓発を行う。

政策体系上の
位置付け

７．環境保健対策の推進

達成すべき目標
花粉症、黄砂の健康影響、熱中症の健康影響について調査研究を進めるとともに、一般に普
及啓発を図る。

目標設定の
考え方・根拠

国民に健康被害をもたらしていると指摘され
ている環境因子について調査研究を行う。

政策評価実施予定時期 平成２７年６月

平成27年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標７－４　環境保健に関する調査研究 担当部局名 環境安全課
　　　作成責任者名
　　　　(※記入は任意）

別紙１
（環境省２７－３４）


